
豊中市都市基盤部道路事業予定地における駐車場運営に関する仕様書 

１ 使用物件 

 

２ 使用用途 

・駐車場（コインパーキング、月極、カーシェアリング事業） 

   なお、平面利用に限ります。 

  ・月極も可としますが、車庫証明に係る保管場所使用承諾証明書は発行できません。 

 

３ 使用期間 

使用期間は、令和8年（2026年）11月1日から令和9年（2027年）3月31日までとします。 

ただし、使用期間満了後、引き続き使用の許可を受けようとするときは、使用期間満

了の３０日前までに申請を行えば、更に向こう１年更新することができるものとし、そ

の後も同様とします。なお、更新については、当初の使用期間を含め通算５年を超える

ことができないものとします。引き続き使用しないときは、使用をやめる月の３ヶ月前 

までに豊中市まで申し出ることとします。 

 

４ 使用料 

（１）行政財産使用料（以下「使用料」といいます。）は年額２，３３４，２４０円以上

とし、「豊中市都市基盤部道路事業予定地における駐車場運営事業者募集要項」（以

下「募集要項」といいます。）で定める価格提案書にて提案した額を負担してくださ

い。 

（２）使用料は、別途発行する納入通知書により、納入期限までに一括で納入しなければ

なりません。 

なお、豊中市（以下「本市」といいます。）において使用物件を公用又は公共用の

ために供する必要が生じ、使用許可を取り消し又は変更する場合を除き、既納の使用

料は還付しません。 

（３）使用期間が１年未満の場合は、年額を月割計算により算出した額とする。 

   年額の使用料×１／１２＝月額とします。 

 

５ 延滞金 

事業者は、前項の納入期日までに使用料を納入できないときは、前項の納入期日の翌

日から使用料納入の日までの日数に応じ、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律（昭

和二十四年法律第二百五十六号）第八条第一項の規定に基づいた率を当該未支払い使用
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料に対した割合で計算して得た額の遅延利息を本市に支払わなければなりません。 

 

６ 経費の負担 

駐車場管理運営業務にかかるすべての経費は、駐車場使用事業者（以下「使用者」と

いいます。）の負担となります。 

また、本件業務にかかるリスクに対応する損害保険の加入を義務づけるものとします。 

 

７ 使用条件等 

（１）駐車場整備 

使用予定事業者は、駐車場として利用できる施設の整備（精算機、ゲート設備、照

明設備、路面設備、防犯施設、区画線等）及び使用物件の維持管理に必要な設備の整

備については、事業者の負担により実施することとし、整備計画並びに施工方法につ

いては、使用許可前に本市と協議を行い、承認を受けてください。 

（２）駐車場設置の届出 

使用物件において、使用者にて使用開始前に、必要に応じ駐車場法（昭和３２年法

律第１０６号）第１２条に規定する届出等を行ってください。 

（３）使用日並びに使用時間 

使用日は使用期間、使用時間は２４時間それぞれ可能とします。なお、使用許可前

に使用日時を本市に報告してください。 

（４）駐車料金 

駐車料金の設定は、利用に適用する料金としてください。なお、一日当たりの上限

料金や時間帯ごとの上限料金等の設定は可能とします。 

また、使用許可前に駐車料金を本市にて報告してください。 

（５）業務内容 

ア 使用物件を駐車場として管理運営するための施設整備の維持管理に関することを

行ってください。なお、管理運営に必要と認められる業務経費の一切を使用者にて

負担してください。 

イ 使用物件内における清掃に関することを行ってください。 

ウ 事業を行うために必要な樹木の維持管理及び除草を行ってください。 

エ 駐車場の管理運営に伴って発生する利用者や近隣住民からの事故並びに機器故障、

苦情対応の各処理業務並びに同報告業務に関することを行ってください。なお、駐

車場内での事故や苦情等対応について速やかに本市へ報告書を提出してください。 

オ その他管理運営に必要と認められる業務について行ってください。 

（６）その他 

ア 駐車場案内看板や満空表示灯の設置にあたっては、使用許可前に本市と協議をし

てください。なお、看板等の変更を行う場合は、その都度本市と協議をしてくださ

い。また、看板の構造は原則として使用物件内に設置する自家用看板で、７平方メ



ートル以下のものに限ります。また、駐車場内にはアイドリングストップを促す看 

板を設置してください。 

 

８ 使用上の制限 

（１）使用物件は、善良なる管理者の注意をもって維持保存しなければなりません。 

（２）使用者は、使用物件を「２ 使用用途」で指定している用途以外に供してはなりませ

ん。また、物品等の販売や自動販売機等の設置をすることはできません。 

（３）本市が使用の必要を認めた場合は、使用物件を無償で供与してください。 

（４）使用物件に建築物並びに工作物の設置をすることはできません。 

ただし、使用物件の維持管理上必要となる、最小限でかつ簡易な建築物又は工作物

の設置をすることはできます。なお、この場合、事前に本市の承認を受けてください。 

（５）使用者は、駐車場の管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせてはなり

ません。業務の処理の一部を他に委託する場合には、本市の承認を受けなければなり

ません。 

（６）使用者は、使用物件について、修繕、模様替え、その他原型を変更する行為をしよ

うとするとき、又は使用計画を変更しようとするときは、事前に書面をもって本市の

承認を受けなければなりません。 

 

９ 第三者の使用の禁止 

使用者は、使用物件を他の者に使用させ又は担保に供してはなりません。ただし、業

務の一部について、本市が承認した場合はこの限りではありません。 

 

１０ 使用許可の取り消し又は変更 

次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の取り消し又は変更をすることがあ

ります。 

（１）本市において使用物件を公用又は公共用のために必要とする場合。 

（２）使用者が使用許可書並びに本仕様書の各条項に違反したとき。 

（３）応募資格の詐称その他不正な手段によってこの許可を受けたとき。 

（４）使用者が暴力団構成員又は暴力団構成員と密接な関係にある者と認められたとき。 

（５）その他管理運営上において本市が必要と認めた事項。 

 

１１ 原状回復 

（１）使用許可を取り消した時又は使用許可期間が満了して引き続き使用を許可しない時、 

使用者は、本市が指定する期日までに使用物件を従前使用者から授受したものの撤去 

を含み原状回復して返還しなければなりません。使用許可期間中に全ての資材・設備・ 

路面等は事業者に撤去していただくこととなります。ただし、本市が特に承認した場 

合はこの限りではありません。 



（２）使用者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、本市がこれを行っ

てその費用を使用者に請求することができます。この場合、使用者は何等の異議を申

し立てることができません。 

 

１２ 損害賠償 

（１）使用者は、その責に帰する理由により使用物件の全部又は一部を滅失若しくは毀損

したときは、当該滅失または毀損による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償

として支払わなければなりません（本件業務にかかるリスクに対応する損害保険には

必ず加入しておいてください）。ただし、使用物件を原状に復した場合はこの限りで

はありません。 

（２）前項の定める場合のほか、使用者は使用許可書並びに本仕様書の各条項に定める義

務を履行しないために損害を与えたとき、その損害額に相当する金額を損害賠償とし

て支払わなければなりません。 

 

１３ 実地調査等 

本市は使用者に対し、使用物件について随時に実地調査し、又は所定の報告を求め、

その維持又は使用に関し指示することができます。 

 

１４ 有益費等の請求権の放棄 

使用者は、使用物件に投じた改良のための有益費並びに修繕費等の必要費、その他の

費用の請求をしないものとします。 

 

１５ 法令の遵守 

本件の使用にあたっては、駐車場法並びに地方自治法、豊中市財産条例、豊中市個人

情報保護条例、豊中市環境の保全等の推進に関する条例、豊中市土地利用の調整に関す

る条例のほか、関係法令及び関係規定を遵守してください。 

 

１６ 情報公開 

本応募及び事務における透明性を確保するため開示請求があった場合、豊中市情報公

開条例に基づき公開します。 

 

１７ その他 

（１）駐車場事業に必要な設備は全て事業者の負担により、新たに設置することとなりま

す。ただし、本市が認めた場合は、既存事業者と協議、調整により機器設備、路面設

備等の授受を妨げるものではありません。 

（２）使用物件の付近の住民に対し、使用開始前に使用用途等について十分説明を行い、

理解を得てください。 



（３）この仕様書に定めるもののほか、仕様の細部並びに当該物件の使用に際し必要な事

項が生じた場合は、事前に本市と協議してください。 


